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平成３０年３月８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関す

る規則 

（京都市建築基準法による意見の聴取に関する規則の一部改正） 

第１条 京都市建築基準法による意見の聴取に関する規則の一部を次のように改正

する。 

第２条第２号中「第１３項まで」を「第１４項までの規定」に改める。 

（京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改

正） 

第２条 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の

一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項た

だし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，第

８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第１１項ただし書，第１２項

ただし書又は第１３項ただし書」を「第４８条第１項から第１４項までの規定のた

だし書」に改める。 

（京都市建築基準法施行細則の一部改正） 

第３条 京都市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。 

第９条第１項第１号及び第３号並びに別表第２備考１中「第１３項」を「第１４

項」に改める。 

第４号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に改める。 

第５号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に，「建ぺい率」を「建蔽率」

に改め，同様式注２中「建ぺい率」を「「建蔽率」」に，「容積率」を「「容積率」」

に改める。 

第９号様式正本注以外の部分，第９号様式の２注以外の部分，第９号様式の３注

以外の部分，第１０号様式，第１２号様式の２，第１３号様式注以外の部分及び第

１３号様式の２注以外の部分中「あて先」を「宛先」に改める。 

（京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規

則の一部改正） 

第４条 京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例

施行規則の一部を次のように改正する。 

第３条第１号エ中「第１３項」を「第１４項」に改める。 

第２号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改め，同様式注３中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に改め，同

４２



様式注４中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

（京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則の一部改正） 

第５条 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則の一部を次

のように改正する。 

第１号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改め，同様式注２中「指定建ぺい率」を「「指定建蔽率」」に，「指

定容積率」を「「指定容積率」」に改め，同様式注３中「建ぺい率」を「「建蔽率」」

に，「容積率」を「「容積率」」に改める。 

第２号様式中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第６号様式注以外の部分中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め，同様式注中「建ぺ

い率」を「「建蔽率」」に，「容積率」を「「容積率」」に改める。 

第７号様式中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

（京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部を

次のように改正する。 

第１号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に改める。 

第２号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に，「建ぺい率」を「建蔽率」

に改める。 

第３号様式注以外の部分，第４号様式注以外の部分及び第６号様式注以外の部分

中「あて先」を「宛先」に改める。 

第８号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に，「建ぺい率」を「建蔽率」

に改める。 

（京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部改正） 

第７条 京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表地上部の項及び同表備考４並びに第１０号様式注以外の部分及び注２中「法

定建ぺい率」を「法定建蔽率」に改める。 

（京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改正） 

第８条 京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部を次

のように改正する。 

別記様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に，「建ぺい率」を「建蔽率」に

改め，同様式注２中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

（京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）高度地区の計画書の規定による特

例許可の手続に関する条例施行規則の一部改正） 

第９条 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）高度地区の計画書の規定に

よる特例許可の手続に関する条例施行規則の一部を次のように改める。 

第１号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改め，同様式注２中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に改め，同

様式注４中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 



第２号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改め，同様式注２中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に改め，同

様式注４中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第３号様式（第１面）中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」を

「建蔽率」に改め，同様式注２中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に改め，同様

式注４中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第８号様式注以外の部分及び注３中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第１０号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改め，同様式注３中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に改め，同

様式注５中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第１２号様式注以外の部分中及び注３中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

（京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正） 

第１０条 京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部を

次のように改正する。 

別記様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に，「建ぺい率」を「建蔽率」に

改め，同様式注２中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

（京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則の一部改正） 

第１１条 京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則の一部を次の

ように改正する。 

第２号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改め，同様式注５中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に改め，同

様式注６中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第３号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改め，同様式注５中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に改め，同

様式注７中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第５号様式注以外の部分中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

第６号様式注以外の部分中「指定建ぺい率」を「指定建蔽率」に，「建ぺい率」

を「建蔽率」に改める。 

第１０号様式注以外の部分中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用する

ことができる。 

（環境政策局地球温暖化対策推進室，都市計画局都市企画部都市計画課，都市計画局

都市景観部景観政策課，都市計画局建築指導部建築指導課） 


